
21,603 △4,966 26,569

　　　様式第２号(事業別概要) No.

款 大事業

項 中事業

目 担当所属

予算種別 補助/単独 事業区分
前年度

増減額
前々年度 5年間計画額

当初予算額 決算額

実施計画

本年度事業費 (歳　入) (歳　出) 財源内訳 一般財源

本年度当初要求額 本年度当初要求額

本年度当初査定額 本年度当初査定額

＜事業に関する説明＞

（事業の概要） （事業の目的） （事業の効果）

（事業実施上の問題点） （前年度からの見直し点） （見積についての特記事項）

節 本年度 前年度 増減額

特
定
財
源

款 項 目 節
細
節

細
々
節

歳入特定財源科目名称 本年度 本年度 前年度 増減額
当初査定額 当初予算額 要求額 査定額 予算額

令和 2年度  一般会計 予算内示 事業別概要書（当初）
4. 衛生費 1. 休日夜間等救急医療事業

1. 保健衛生費

4. 休日夜間急病診療所費 健康増進課

（佐倉市）　　

第１章
思いやりと希望にみちたまちづくり -

平成28年度 -

経常 単独 計画 0 0 26,953 基本施策２
市民の健康づくりの推進 平成29年度 -

平成30年度 -

施策５
救急医療体制を維持・充実します 平成31年度 -

令和 2年度 -

その他

5,040 0 5,040 △5,040

5,040 26,643 5,040 0 21,603

医療機関が休診となる日曜、祝日、年末年始時の市民の 休日（日曜、祝日、年末年始）は、ほとんどの医療機関 ・夜間及び休日における急病に対する一次救急医療機関

急病に対処するため、印旛市郡医師会へ委託し市内医療機関の輪番制に が休診となることから、その間の救急医療体制の確保を図ります。 として機能し、二次救急医療機関との役割分担及び連携体制を図ります

よる休日当番医制度の実施、及び休日夜間急病診療所(健康管理センタ 。

ー内)の運営を行います。 （効果）急病等の際にも安心して医療を受けられる体制の整備

　

使用料及び手数料

01 10,420 9,622 798

07 380 380 0

08 180 152 28

10 789 537 252

11 212 220 △8

12 14,144 14,926 △782

13 510 478 32

17 8 34 △26

14 01 03 01 01 00 休日夜間急病診療所診療費 5,040 5,040 4,966 74

差引一般財源 △5,040


